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第第1616 被害者に対する警察活動被害者に対する警察活動

犯罪の被害者やその家族又は遺族（以下「犯罪被

害者等」という。）の多くは、犯罪による直接的な被

害だけでなく、犯罪に起因する著しいストレスやト

ラウマ等を抱えています。北海道警察では、このよ

うな犯罪被害者等の精神的被害の早期回復、経済的

な負担軽減に資するため、関係機関・団体と緊密な

連携を図りながら、犯罪被害者等の視点に立った支

援活動を行っています。

(1) 犯罪被害者等への情報提供

北海道警察では、犯罪被害者等に対して、刑事手続や支援に関する情報を掲載した「被害

者の手引」を配布するとともに、再被害の予防や犯罪被害者等の不安感を解消するために、

事件に関する情報の連絡、地域警察官による被害者訪問・連絡活動等を行っています。

そのほか、北海道警察ホームページ等の各種広報媒体を通じ、警察における犯罪被害者支

援制度や各種相談窓口について情報提供しています。

(2) 被害者支援要員制度

殺人、性犯罪等の身体犯や交通死亡事故、ひき逃げ事件等で専門的な被害者支援が必要と

される事件・事故が発生した際に、犯罪被害者等の支援を任務とする警察官が犯罪被害者等

への付添いや情報提供、民間被害者支援団体その他関係機関の紹介等を行う「被害者支援要

員制度」を運用しています。

(3) 被害者連絡制度

殺人、性犯罪等の身体犯や交通死亡事故、ひき逃げ事件等の重大な交通事故事件の被害者

又はその遺族に対し、事件の捜査を担当する警察官が捜査状況や被疑者の検挙状況等の連絡

を行う「被害者連絡制度」を運用しています。

(4) 犯罪被害者等の精神的・経済的負担の軽減（各種費用の公費負担）

犯罪被害者等の精神的・経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害を受けた方の医療経費や

カウンセリング費用、司法解剖後の遺体修復費用等の公費負担制度を運用しています。
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（5） 相談・カウンセリング体制の整備

カウンセリングを必要とする犯罪被害者等のために、公認

心理師や臨床心理士の資格を有する警察職員がカウンセリン

グを行うほか、民間被害者支援団体、医療機関等と協力した

相談・カウンセリング体制を整備しています。

また、各種相談電話を置くなど幅広く相談窓口を設置し、

犯罪被害者等に様々なアドバイスをしています。

【各種相談窓口】

（6） 犯罪被害者等の損害回復・経済的打撃の緩和

ア 犯罪被害給付制度

犯罪被害給付制度は、通り魔殺人等の凶悪犯罪で亡くなられた被害者の遺族や、障害が

残ったり一定の要件に該当する重傷病を負った被害者に対して国が給付金を支給するもの

で、犯罪被害者等の経済的打撃の緩和を図っています。

支給を受けようとする方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会への申請が必要とな

り、北海道警察ではその申請受付を行っているほか、同制度を紹介したリーフレットを作

成し制度の周知を図っています。

イ 国外犯罪被害弔慰金等支給制度

国外犯罪被害弔慰金等支給制度は、日本国外において不慮の犯罪被害を受けて亡くなら

れた日本国籍を有する被害者の遺族や、同犯罪被害により障害等級第１級相当の障害が残

った被害者に対して、国が弔慰金や見舞金を支給するものです。

北海道警察では、関係機関と情報共有を行い、対象となる犯罪被害者等に制度を紹介す

るなど日本国外において被害を受けられた方等への支援を行っています。

ウ 地方公共団体による支援金制度等

道内では令和５年４月現在、札幌市、北斗市、せたな町、寿都町、黒松内町、島牧村及

び広尾町において、犯罪被害者等を対象とし得る支援金等の支給制度を導入しています。

北海道警察では、同制度の内容や対応窓口の紹介を行うなど地方公共団体と連携した支

援を行っています。
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(7) 地方公共団体との連携

北海道犯罪被害者等支援条例（平成30年４月１日施行）では、道や道民等の責務とともに、

犯罪被害者等支援に関する理念及び北海道として進めていくべき施策の基本事項が示されて

います。

北海道警察では、地方公共団体で設置している犯罪被害者等のための「総合的対応窓口」

と連携し、被害者支援活動を行っています。

令和４年度中には、せたな町、知内町、寿都町、木古内町及び黒松内町が、令和５年４月

１日には、福島町及び島牧村が犯罪被害者等支援条例を制定しました。

北海道警察では、全道で理念が具現化していくよう、各市町村等との連携をより密にし、

一層充実した被害者支援活動を展開していきます。

(8) 民間被害者支援団体等との連携

北海道警察では、犯罪被害者等の多様なニーズに応え、総

合的な支援活動を行うため、関係機関・団体と連携し、「北

海道被害者支援連絡協議会」を始めとする地域ごとのネット

ワークを構築しています。

また、民間被害者支援団体や被害者団体「北海道交通事故

被害者の会」等と連携した活動を行っています。

このほか、民間被害者支援団体の体制充実のための財政的

援助として、警察施設に寄附型自動販売機や募金箱を設置す

るなどの取組を行っています。

【民間等被害者支援団体窓口】

所在地 受付時間

北海道公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体

苫小牧市 （０１４４）３７－７８３０
 木（祝日、年末年始を除く）
 １３：００～１６：００

函館市 （０１３８）４３－８７４０
 水（祝日、年末年始を除く）
 １０：００～１５：００

旭川市 （０１６６）２４－１９００
 月・火・木・金（祝日、年末年始を除く）
 １０：００～１５：００

釧路市 （０１５４）２４－６００２
 火・金（祝日、年末年始を除く）
 １０：３０～１４：３０

北見市 （０１５７）２５－１１３７
 月～金（祝日、年末年始を除く）
 ８：４５～１７：３０

 月～金（祝日、年末年始を除く）
 １０：００～１６：００

 月～金（祝日、年末年始を除く）
 １０：００～２０：００

札幌市

 北・ほっかいどう被害者相談室

 釧路被害者相談室

　　　　　　　　　　 サート  月～金（祝日、年末年始を除く）
 １０：００～１７：００

（０１３８）８５－８８２５函館市

０１２０－８８９１－７７
♯８８９１（全国共通短縮ダイヤル）

関係機関・団体名 電話番号

（０１１）２３２－８７４０

 オホーツク被害者相談室

札幌市

 性暴力被害者支援センター（ＳＡＣＲＡＣＨ）

 苫小牧地区被害者相談室

 函館被害者相談室

 函館・道南ＳＡＲＴ（性暴力被害対応チーム）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 さ　く　ら　こ

 （公社）北海道家庭生活総合カウンセリングセンター
 （北海道被害者相談室）
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(9) 中学・高校生に対する「命の大切さを学ぶ教室」の開催

北海道警察では、次世代を担う中学生や高校生に対し、

犯罪被害者遺族や警察職員による「命の大切さを学ぶ教室」

を開催しています。

同教室は、被害者遺族等が「被害を受けた方々の心の痛

み」や「被害者支援の必要性」等について直接語りかける

ことにより、生徒が犯罪被害者等の思いや立場を理解し、

自分や他人の命の大切さ、いじめや暴力をなくすことにつ

いて、今まで以上に強く感じとってもらうことを目的に行

っています。

犯罪被害者週間の取組
警察本部 警務課

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」

において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12

月１日以前の１週間（11月25日から12月１日）を「犯罪被害

者週間」と定めており、道においても週間の初日である11月25日を「北海道犯罪被害を考

える日」と定めています。

道警察では、同期間中の集中的な啓発事業等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状

況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深め

ることを目的とした広報啓発活動などを行っています。

令和４年中は、民間被害者支援団体である北海道家庭生活総合カウンセリングセンター、

北海道、札幌市等の職員と共に、ＪＲ札幌駅周辺において、犯罪被害者支援に関する広報

資材を活用し、大々的な啓発活動を行い報道各社に大きく取り上げられたほか、関係機関

等との共催による北海道犯罪被害者支援フォーラムを開催し、犯罪被害者遺族や民間被害

者支援団体相談員の講演を行うなど、全道各地において、集中的な啓発活動を行いました。

犯罪に巻き込まれ、苦しんでいる犯罪被害者等が、一日も早く平穏な生活を取り戻すた

めには、関係機関や団体が連携し、地域社会全体で犯罪被害者等を支えていくことが大切

です。

道警察では、引き続き、犯罪被害者支援の必要性等を道民に知らせる活動を推進いたし

ます。


